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　１．議事日程（令和７年第４回北広島町議会定例会） 

令和７年１２月１７日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

於 議 場 

 

 

　２．出席議員は次のとおりである。 

 

 

　３．欠席議員は次のとおりである。 

 日程第１ 議案第７０号 北広島町乳幼児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例

 日程第２ 議案第７１号 北広島町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条

例

 日程第３ 議案第７２号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

 日程第４ 議案第７３号 北広島町火災予防条例の一部を改正する条例

 日程第５ 議案第７４号 北広島町企業立地奨励条例の一部を改正する条例

 日程第６ 議案第７５号 北広島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例

 日程第７ 議案第７６号 北広島町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

 日程第８ 議案第７７号 北広島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例

 日程第９ 議案第７８号 令和７年度北広島町一般会計補正予算（第３号）

 日程第10 議案第７９号 令和７年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

 日程第11 議案第８０号 令和７年度北広島町介護保険特別会計補正予算（第２号）

 日程第12 議案第８１号 令和７年度北広島町電気事業特別会計補正予算（第２号）

 日程第13 議案第８２号 令和７年度北広島町診療所特別会計補正予算（第２号）

 日程第14 議案第８３号 令和７年度北広島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

 日程第15 議案第８４号 令和７年度北広島町下水道事業会計補正予算（第２号）

 日程第16 議案第８５号 工事請負契約の締結について 

（豊平ウイング屋根改修工事）

 日程第17 審 査 報 告 請願・陳情等の常任委員会審査報告

 日程第18 陳 情 審 査 陳情第25号　令和８年度経営改善普及事業費等補助金交付要望書

 日程第19 発議第８号 臓器移植に関わる不正な臓器取引等を防止するための環境整備等

を求める意見書の提出について

 　１番 亀　岡　純　一 　２番 宮　本　裕　之 　３番 坂　本　伸　次

 　４番 

　７番 

１０番　

石　坪　隆　雄 

中　村　　　忍 

泉　田　暁　彦

　５番 

　８番 

１１番

佐々木　正　之 

沼　田　真　路 

敷　本　弘　美

　６番 

　９番 

１２番

伊　藤　　　淳 

伊　藤　立　真 

湊　　　俊　文
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　　　な　し 

 

　４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

 

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員 

　　議会事務局長　　三　宅　克　江　　　　議会事務局　　田　邉　五　月 

 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

午　前　１０時　００分　　開　議 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

 

○議長（湊俊文）　おはようございます。本定例会も本日が最終日となりました。本日は、議案審

議、採決となっております。発言をする際はマイクを立ててからはっきりと発言してください。

また、質疑、答弁は要点のみ簡潔に行ってください。なお、採決では全て起立を求めますので、

あらかじめお願いをしておきます。ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりま

すので、これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は配付したとおりです。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第１　議案第７０号　北広島町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

○議長（湊俊文）　日程第１、議案第７０号、北広島町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。６番、

伊藤議員。 

○６番（伊藤淳）　６番、伊藤淳です。こども誰でも通園制度の条例に関するということで、こち

らの概要をまずお聞きいたします。 

 町 長 箕　野　博　司 副 町 長 畑　田　正　法 教 育 長 増　田　　　隆

 芸北支所長 村　竹　明　治 大朝支所長 矢　部　芳　彦 豊平支所長 熊　谷　忠　明

 危機管理課長 川　手　秀　則 総 務 課 長 中　川　克　也 財政政策課長 国　吉　孝　治

 管 財 課 長 高　下　雅　史 まちづくり推進課 
スポーツ推進係長

石　川　一　義 税 務 課 長 植　田　優　香

 町民保健課長 迫　井　一　深 福 祉 課 長 細　居　　　治 こども家庭課長 芥　川　智　成

 環境生活課長 出　廣　美　穂 農 林 課 長 宮　地　弥　樹 商工観光課長 大　本　賢一郎

 建 設 課 長 藤　井　尚　志 消 防 長 笠　道　宏　和 教 育 課 長 植　田　伸　二

 会計管理者 大　畑　紹　子
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○議長（湊俊文）　こども家庭課長。 

○こども家庭課長（芥川智成）　正式名称ですけれども、乳幼児等通園支援事業、それを通称とし

て、こども誰でも通園制度というものでございます。この乳幼児等通園支援事業は生後６か月

から満３歳未満の未就学児が保護者の就労要件や理由を問わず、時間単位で月一定時間まで利

用できる新たな給付制度で、児童福祉法による市町村の認可事業として位置づけられておりま

す。令和８年４月１日開始となっております。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○６番（伊藤淳）　では、公立と私立の園の部分において違いと、それにおける地域差が生じるか

どうかをお聞きいたします。 

○議長（湊俊文）　こども家庭課長。 

○こども家庭課長（芥川智成）　本条例につきましては、この条例に基づいて認可基準を定めてお

ります。公立、私立違いはございません。この条例につきましては基準を定めた条例でござい

ますので、地域差等はございません。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○６番（伊藤淳）　この条例については地域差を扱うものではないというのは理解いたしました。

ただ、千代田以外でいきますと、私立、公立の違いがこども園ではございますので、この条例

が制定された際、この条例に基づいたこども誰でも通園制度を導入してもらうかどうかのお願

いは私立さんにもされるかどうかをお聞きいたします。 

○議長（湊俊文）　こども家庭課長。 

○こども家庭課長（芥川智成）　本条例に基づいて私立等は許可申請を町に向けて行います。その

基準に合致すれば認可ということになります。あくまでも私立さんの判断での申請になろうか

と思いますけども、基本的には全町で実施したいので、私立さんにもお願いをしたいと考えて

おります。 

○議長（湊俊文）　ほかに質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わりま

す。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論

を終わります。これより本案について採決します。本案については原案のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、議案第７０号、北広島町乳児等通園支援事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第２　議案第７１号　北広島町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

 

○議長（湊俊文）　日程第２、議案第７１号、北広島町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基

準を定める条例を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと

認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。

討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本

案については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、議案第７１号、北広島町特定乳児等通園支援事業
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の運営に関する基準を定める条例は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第３　議案第７２号　職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

○議長（湊俊文）　日程第３、議案第７２号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を

議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。６番、伊藤議員。 

○６番（伊藤淳）　６番、伊藤淳です。今回の人事院勧告、中身が厳しい人材確保競争踏まえとい

うことで人事院勧告の報告にあります。ちょっと概要としては、もともと２００６年に比較対

象規模の企業１００人対象から５０人対象へと２００６年に変更して、今回はその比較対象規

模企業の人数を１００人に戻すということで、戻したことによって、給与の引上げをする１０

０人以上に対象戻したら給与の引上げができるという見方が強い人事院勧告です。その上で質

問ですけども、１００人という数字というのが、企業人数が１００人という数字というのは本

町の実態に合ってないと考えます。この点、本町の実態に合っている人事院勧告なのかどうか

というのをまずお聞きいたします。 

○議長（湊俊文）　総務課長。 

○総務課長（中川克也）　議員おっしゃいますように、今回の人事院勧告につきましては、給与水

準の見直しということで、民間企業におかれましても大幅な引上げが続いているという状況の

中で、公務員の新規採用者及び若年層において、給与、収入が低いことが問題に上げられてお

るというような状況から、人事院のほうで国家公務員の処遇改善を進めるということで、企業

の見直し、企業の人数の見直しをされて、全国的な統一的な水準に上げるということで勧告行

われておりますので、本町におきましても人事院勧告に準じた給与改定を行うというものでご

ざいます。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○６番（伊藤淳）　若者人材の流出の歯止めをするという目的は合致すると思うんですが、加えて

の質問です。人材確保という観点、また若年層という観点から考えた場合、特別職の期末手当

を上げる必要性、これがあるのかどうか。加えて、以上のような検討ですね。上げる必要があ

るのかどうかという検討をしたかどうか。した場合は、その内容をお聞きいたします。 

○議長（湊俊文）　総務課長。 

○総務課長（中川克也）　特別職につきましても、条例のほうで特別職の職員で常勤のものの給与

及び旅費に関する条例の中で、給与、手当につきましては、職員の例に基づいて給与の改定等

を行うということになっておりますので、条例に従い、今回の特別職の給与、手当も見直しを

するというものでございまして、特にこのことについて協議をしたとかいうことはございませ

ん。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○６番（伊藤淳）　議論した、協議をしたというのはないということで確認しましたけども、人事

院勧告というのは、ここの部分だけ変えるとか、この部分は採用しないとか、人事院勧告自体

を今回は見送る、本町においては。というようなことも可能ではあると思うんですけども、そ

の点どうなんでしょうか。可能かどうかをお聞きいたします。 
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○議長（湊俊文）　総務課長。 

○総務課長（中川克也）　これまでも財政状況によっては、職員の給与等の改定の見送りとか見直

しとかいうようなこともやってきたこともございますけれども、今回につきましては人事院勧

告に基づいて給与改定を行うというものでございます。 

○議長（湊俊文）　ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わり

ます。これより討論を行います。討論はありませんか。６番、伊藤議員。 

○６番（伊藤淳）　６番、伊藤淳です。議案第７２号に対して反対討論行います。比較対象の企業

規模を５０人以上から２００６年以前の１００人以上に戻すこと、これ自体は若者の人材確保

を目的とする給与改定となる人事院勧告なんですけども、本町の実態に合わせた議論、検討と

いう観点において、これが本町においてはないといった場合、人事院勧告の今後の取扱い方に

対して一石を投じる目的で、反対の立場を取ります。もちろん、若者の人材確保と質の向上と

いう観点においては反対する点はございません。しかし、人事院勧告の算定基準となる企業規

模１００人以上の会社が本町に幾つあるでしょうか。そして、若者を対象とした人材確保競争

を勝ち抜くという人事院勧告、これ人事院勧告の報告等の資料にもタイトルとしてそう書かれ

てるんですけども、特別職の期末手当を上げることは妥当でしょうか。この点において一石を

投じるものでございます。議員各位のご賛同お願い申し上げ、私の反対討論といたします。 

○議長（湊俊文）　ほかに討論はありますか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わりま

す。これより本案について採決します。本案については原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。（起立多数） 

○議長（湊俊文）　起立多数です。したがって、議案第７２号、職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第４　議案第７３号　北広島町火災予防条例の一部を改正する条例 

 

○議長（湊俊文）　日程第４、議案第７３号、北広島町火災予防条例の一部を改正する条例を議題

とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。４番、石坪議員。 

○４番（石坪隆雄）　４番、石坪でございます。この改定の具体的な内容と、それから、これに伴

う罰則規定があれば、それを説明お願いします。 

○議長（湊俊文）　消防長。 

○消防長（笠道宏和）　今回の改定ですが、今年の大船渡の林野火災に伴いまして、消防庁、林野

庁と会議を持たれまして、その検討結果の結果、この条例の改正が行われました。林野火災に

伴いまして、その原因というものが人的行為が多数となっています。その点で林野火災注意報、

林野火災警報のほうができました。罰則のほうですが、林野火災注意報に関しましては努力義

務ということで罰則はございません。林野火災警報につきましては罰則が適用されます。消防

法４４条第１項１８号によって３０万円以下の罰金、または拘留ということになっています。

以上です。 

○議長（湊俊文）　ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わり

ます。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討
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論を終わります。これより本案について採決します。本案については原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、議案第７３号、北広島町火災予防条例の一部を改

正する条例は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第５　議案第７４号　北広島町企業立地奨励条例の一部を改正する条例 

 

○議長（湊俊文）　日程第５、議案第７４号、北広島町企業立地奨励条例の一部を改正する条例を

議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これを

もって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めま

す。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案については原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、議案第７４号、北広島町企業立地奨励条例の一部

を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第６　議案第７５号　北広島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基 

準を定める条例の一部を改正する条例 

 

○議長（湊俊文）　日程第６、議案第７５号、北広島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。これより質疑を行

います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。これよ

り討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わりま

す。これより本案について採決します。本案については原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、議案第７５号、北広島町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は原案のとおり可

決されました。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第７　議案第７６号　北広島町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例 

 

○議長（湊俊文）　日程第７、議案第７６号、北広島町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。これより質疑を行います。質疑はあ

りませんか。６番、伊藤議員。 
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○６番（伊藤淳）　６番、伊藤淳です。２０２６年度から地域限定保育士が全国的に導入されると

いうことではございますけども、広島県において地域限定保育士制度、これが導入されるめど、

見込み等々があるのかどうかをお聞きいたします。 

○議長（湊俊文）　こども家庭課長。 

○こども家庭課長（芥川智成）　地域限定保育士制度でございます。全国都道府県等指定都市が実

施する制度でございます。広島県において実施するか否かの答弁につきましては答える立場に

ございませんけども、現在のところ、広島県から実施する旨の情報は入っておりません。 

○議長（湊俊文）　ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わり

ます。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討

論を終わります。これより本案について採決します。本案については原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、議案第７６号、北広島町家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第８　議案第７７号　北広島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例 

 

○議長（湊俊文）　日程第８、議案第７７号、北広島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。これより質疑を行います。質

疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行

います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これよ

り本案について採決します。本案については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願い

ます。（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、議案第７７号、北広島町放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されまし

た。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第９　議案第７８号　令和７年度北広島町一般会計補正予算（第３号） 

 

○議長（湊俊文）　日程第９、議案第７８号、令和７年度北広島町一般会計補正予算第３号を議題

とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。１０番、泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　１０番、泉田暁彦です。補正予算９款の１項１７、これは川戸の屯所のこ

となんですけど、昨日いろいろ課長にも来ていただいてご説明をいただきました。この屯所移

転建築工事請負費、これがマイナス３２０万２０００円になってるんですが、これは一体、理

由をお聞かせください。 

○議長（湊俊文）　危機管理課長。 
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○危機管理課長（川手秀則）　９款１項３目１４節工事請負費の減額ですけども、予算立てをする

ときに前々年のところの施設の同程度のところを想定をしておりまして、予算立てをするとき

には、そこまで詳細な設計がまだできておりませんで、余裕を持って編成をしていたというこ

とでございます。 

○議長（湊俊文）　泉田議員。 

○１０番（泉田暁彦）　余裕を持ってということなんですけど、３２０万減らしたから屯所が狭く

なったというようなものではないというのは承知しておりますけど、これに、昨日も見学させ

てもらったんですけど、この下にある備品ですね、備品購入について、これの内訳を分かれば

教えてください。 

○議長（湊俊文）　危機管理課長。 

○危機管理課長（川手秀則）　１７節備品購入費ですけども、これにつきましては豊平地域の琴庄

の屯所の小型動力ポンプがもう老朽化して、今後使用に耐えないというところで、古い可搬の

ポンプにつきまして更新をさせていただくものでございます。 

○議長（湊俊文）　ほかに。９番、伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　９番、伊藤立真です。予算書で言えば４３ページになります。物価対策対応

重点支援地方創生臨時交付金を活用した飼料等価格高騰対策支援金が予算化されておりますけ

ども、この目的と事業概要、それぞれお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（湊俊文）　農林課長。 

○農林課長（宮地弥樹）　畜産振興対策事業におけます飼料等価格高騰対策支援金の補正でござい

ますけども、まず飼料高騰に対する補正につきましては、６月補正におきまして、まずは全体

の補正をしたところでございます。今回につきましては、和牛子牛等の価格等への育成費に対

する支援でございます。理由といたしましては、子牛の販売価格につきましては、令和５年か

ら令和６年に比べては上向き傾向でございますけども、それ以前と比べると、まだまだ低い状

況でございます。また三次家畜市場におきましても、現在入場頭数が過去にないぐらい減少し

ておるような状況でございます。こういったこともございますので、和牛の生産農家を支援す

ることによりまして、町内和牛生産の維持振興を図るものでございます。また去る１２月、１

０月の末におきましては県の共進会におきまして、町の北広島町産の牛が優秀賞を取った、そ

ういった状況がございます。それからまた町内の生まれた子牛を肥育した、そういったブラン

ド化もしている状況でございますので、今回のこの支援することによって畜産振興を図ってい

きたいというふうに考えております。支援の具体的内容につきましては、物価上昇額、育成に

対する物価上昇額につきましての３分の２掛けの三次市場への出荷頭数を支援していきたいと

いうふうに考えております。まず、１つ目が子牛育成支援事業でございます。それからもう一

つの内容といたしましては、いわゆる夏の暑い対策の支援を行う予定としております。やはり

近年かなり夏が暑いというところございますので、特に酪農家さんにおきましては非常に苦労

されている状況がございますので、これに対する支援というとこでございまして、事業費の２

分の１という形での支援をしていきたいというふうに考えるところでございます。以上です。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　今、子牛育成の費用支援等暑熱対策を行いますということでした。これの事

業費スケールと今後の実施のスケジュール、これをお伺いします。 

○議長（湊俊文）　農林課長。 
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○農林課長（宮地弥樹）　事業費とスケジュールでございます。まず、子牛育成費用支援事業につ

きましては、事業費を１４１０万円というふうに見込んでおるところでございます。スケジュ

ールにつきましては、一応１２月までの市場出荷を対象といたしておりますので、今後１月に

入りまして申請の受付をしていきたいと思っております。交付につきましては３月中旬までに

交付していきたいというふうに考えておるとこでございます。それから暑熱支援でございます

けども、これにつきましても１月上旬から交付の受付をしていきたいと思っております。ただ、

これは年度内に完成等の確認、そこに設置されてありますとか、そういったところ確認した上

での交付となるというふうに見込んでおりますので、交付の時期につきましては、３月下旬と

いうふうなところを見込んでおるところでございます。事業費につきましては２１０万円を見

込んでおるとこでございます。以上です。 

○議長（湊俊文）　８番、沼田議員。 

○８番（沼田真路）　８番、沼田真路でございます。予算書４７ページの観光振興対策事業、広島

県観光連盟への負担金１００万円の事業でございますけれども、この負担金の目的と、事業や

られると思いますけども、その事業概要についてお伺いします。 

○議長（湊俊文）　商工観光課長。 

○商工観光課長（大本賢一郎）　まずは事業概要についてですけども、補正予算説明資料２のほう

に記載をさせていただいておりますように、米国で開催される米国を代表する旅行博、こちら

に広島県が出展をします。そちらの出展内容について、本町の神楽を題材としたものを出展す

る。そのことによって米国の旅行に関心のある方、あるいは旅行に関連した事業者に対してプ

ロモーション、あるいはセールスを行っていくというようなものでございます。 

○議長（湊俊文）　沼田議員。 

○８番（沼田真路）　旅行会社に対してプロモーション、セールスを行っていくということでござ

いましたけども、本町に誘客を勧める。そして滞在時間を増やすということでございますが、

説明の中にはそう書いてありますけども、具体的にどういった商品、どういった誘客の商品を

勧めてＰＲしてくるのかお答えください。 

○議長（湊俊文）　商工観光課長。 

○商工観光課長（大本賢一郎）　まず広島県が出展に至った背景というところですけども、こちら

については、我が国においては旅行客の多い国籍としましては、中国、台湾、韓国というとこ

ろになろうかと思いますけど、広島県に限って申し上げますと、米国、英国、オーストラリア

というところが非常に広島県に流入している、観光に来ていただいているという現状がありま

す。そういったことから、広島県のほうが出展を決定したというところがあろうかと思います。

そして本町において、どういったところに期待をして、どういったことを狙いとして実施をし

ていくかというところでありますけども、現在北広島町では、内閣府の交付金を活用して伝統

芸能の活性化を行っております。その中で、神楽のしっかりとしたプロモーションを進めてい

く。この事業の一環として、神楽と食事のバスツアーというものを拠点施設を整備して誘客を

していきたいということで取り組んでおります。そういったところへぜひ今回の博覧会におけ

る成果を生かしていきたいと考えております。これも数的データですけども、欧米、豪の方の

１人当たりの旅行支出額は２２．７万円と、非常に高い１人当たりの消費額があるというふう

に言われております。そういったところからも本町への誘客というところで期待するところが

あろうかと思います。以上です。 
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○議長（湊俊文）　ほかに質疑は。伊藤淳議員。 

○６番（伊藤淳）　６番、伊藤淳です。何点かありますので、ゆっくり言いながら、それぞれメモ

等していただければと思います。まず、今同僚議員からもありました米国旅行博トラベル＆ア

ドベンチャーショー・日本ブース出展について、受入れ体制はどこが受け持つのか、加えてツ

アーの用意ができているか。さらに町負担金１００万円に対して何人の誘客を目標にし、幾ら

の経済効果を考えているかをお聞きします。次です。商工観光が補正予算の４７ページ、地域

活性化起業人負担金２８０万円、当初金額の２８０万円全額の減額で、こちらのほう、報告で

いきますと、相手方の企業とのマッチングがうまくいかなかったということなんですけど、地

域エネルギー会社の事業として行うという部分ありました。この２点から、なぜうまくいかな

かったのか。加えて、地域エネルギー会社の事業として何を行うことになったのかをお聞きし

ます。その上で、今回の減額となる想定があったかどうか、来年度の制度の利用があるかどう

かをお聞きします。もう何点かございます。第２表繰越明許費、８ページです。庁舎管理事業

で、民間活用の内容と借地の方向性、加えて借地解消の検討をしているかどうかです。繰越明

許費の部分でありましたのが、別の観点から、資材調達の遅れなどによる繰越明許というのが

ありましたので、ほかの事業でも繰越しの可能性があるかどうかをお聞きいたします。次です。

第４表地方債補正において、地方道路整備事業で充当率の違いによる補正ということだったん

ですけども、過疎債が使えなくなった理由と、これにおける想定があったのかどうか、想定が

なかったからだとは思うんですけども、可能性を考えなかったかどうかをお聞きいたします。

以上です。 

○議長（湊俊文）　商工観光課長。 

○商工観光課長（大本賢一郎）　まずは米国旅行博に関連したご質問に対して答弁いたします。ち

ょっと先ほどの答弁と重複するところもありますけれども、まず、誘客商品として想定してお

りますのは、先ほど申し上げました神楽と食事のバスツアーというところになろうかと思いま

す。受入れ体制といいますか、実施の体制に当たりましては、やはり旅行業、生業とされてる

方、旅行代理店等、プロの方のスキームであったり、指導を受けながらやっていくというとこ

ろになろうかと思います。拠点としては、現在想定しておりますのは道の駅舞ロードインター

千代田で神楽鑑賞、あるいは食事のほうを想定して事業のほうを進めてまいりたいと考えてお

ります。誘客の目標、経済効果というところですけども、この展示会への出展に限った数値設

定はしておりませんですけども、先ほど申し上げました欧・米・豪の方の旅行消費額非常に高

いというところもあります。本町が観光振興まちづくり計画で掲げております観光消費額、令

和６年度末で言いますと、９８７円ですけれども、これを計画で定める令和８年度末の時点で

１２００円に持っていく。そういったところを目標として取り組んでいく必要があろうかと考

えております。以上です。 

○議長（湊俊文）　商工観光課長。 

○商工観光課長（大本賢一郎）　すみません、もう１点ございました。引き続きですけども、地域

活性化起業人に関係するご質問に対してでございます。総務省の制度でございますけども、東

京等首都圏の企業から専門職の派遣を受けてというところでありますけども、かなり長期間の

派遣になります。なかなか企業側の人を出すというのも難しい状況があるというところで、マ

ッチングが今回はうまくいかなかったというところもございますし、この大きな取組の目標と

しては、町内の企業、あるいは事業者の省エネ、脱炭素を提案、支援していくことでコスト削
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減につなげていく、企業の支援につなげていくというところが大きな目標でございます。この

目標に対しましては地域エネルギー会社の事業の一環としても地域の省エネ推進というところ

は大いに関連性もありますし、取り組むべき事業というふうに考えております。というところ

から、今年度につきましては地域エネルギー会社の事業の一部として企業への取組を行ったと

いうところでございます。次年度以降についても同様の取組を考えておるところでございます。

以上です。 

○議長（湊俊文）　副町長。 

○副町長（畑田正法）　ご質問の中で借地の解消方法はないかということでありますけども、どの

点を抑えてのご質問かちょっと分からないところもあるんですけども、借地の解消につきまし

ては、これまでも議会の中で課題として上げられてきているところがございます。この借地に

至った経緯につきましては、いろいろ様々な状況の中で購入したり借地にしたりということが

あったろうと思っております。特に千代田地域においては借地が多いというふうなことのご指

摘でございますけども、一つの要因として考えられるのが、やっぱり地価が高いというところ

があって、それを購入するのがいいのか借地とするのがいいのか。そこら辺をどちらが効率的

であるかというふうな判断をされて、借地というふうな選択をされたものが多かったものと思

っております。その中で、町が恒久的に使用していくものについては購入していくと。チョイ

スをしていくというのが理想であると思っておりますので、できる限り町維持としていくとい

うふうな方策は取っておりますけども、考え方として、有利な財源がついた場合購入というふ

うな選択をしようと思ってますけども、例えば旧千代田公民館でありますとかまちづくりセン

ターの底地、ここは社会資本整備の中で購入というふうなことをしてまいりました。そういう

ふうな財源を探しながら、見つけながら購入ができる場合においては購入というような方向に

向かっていきたいと思っております。 

○議長（湊俊文）　総務課長。 

○総務課長（中川克也）　繰越明許費の庁舎管理事業７０４万円の件でございますけれども、こち

らにつきましては、本庁舎の蓄電池のバッテリーが老朽化により機能しなくなったということ

で、それの交換のための費用でございます。この原因というか、故障というか、老朽化で機能

しなくなったというのが今年の５月に判明したんでございますが、それから見積り等の資料の

取り寄せに時間がかかりまして、今回補正で上げさせていただきました。この補正をご承認い

ただいた後に発注となりますので、年度内の完了が難しいということで繰越しをさせていただ

くというものでございます。 

○議長（湊俊文）　財政政策課長。 

○財政政策課長（国吉孝治）　３問目の後段と、４問目については財政政策課のほうからお答えい

たします。繰越事業につきまして、資材調達の関係でほかの事業でも繰越し、今後可能性があ

るかということでありますが、これはこれまでもご相談させていただいておると思います。可

能性は十分にあると思います。現状発注段階において、特に製品で多いんですけれども、数か

月後に製品が入りますというようなご回答いただくことが多々あります。そうしたものにつき

ましては、地方公共団体の会計は単年度であると言いながらも、なかなかそのスケジュールの

中でははまらないということが想定されますので、ここ数年は早い段階で、例えば当初予算の

段階でとか６月補正の段階で、既にもう繰越明許費というのをご提案上げさせていただいてご

承認いただいた件もございます。引き続きそういった形での取扱いというか進め方にはなると
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いうふうに考えております。それと４問目の地方道路債の振替、第４表の関係でございます。

これこちらの事業だけでなく、今回過疎対策事業債が当初予定しておりました金額がつかなか

ったということがあります。今回できる限り有利な起債に振替をさせていただいているという

ものがございます。委員会等でも説明をさせていただいたのが詳細でございます。地方道路整

備事業につきましては、これは県営事業の負担金の部分をこれまで合併特例債で措置をしてい

たものが合併特例債が昨年度で期間が終了いたしましたので、過疎対策事業債、過疎計画のほ

うにも計上しておりますので、そちらのほうでの予算化というところを考えておりました。実

際、県と協議する中では、これが過疎対策事業債として対象として扱わないという見解でござ

いましたので、今回、別の起債、いわゆる一般単独事業債の地方道路等整備事業債、そちらの

ほうに振替をさせていただきましたということでございます。以上です。 

○議長（湊俊文）　まだほかにも質問があるんで、関連、簡潔によろしくお願いします。伊藤議員。 

○６番（伊藤淳）　庁舎管理事業、すみません、私の勘違いのところがありました。米国旅行博の

ほうなんですけども、こちら１５万人の来場者、２５００の出展企業ということで、行く人数

が何人なのか、どのような方を連れていくのか。そうすると、趣旨としましては、企業と行政

とのマッチングの可能性もございますので、そういった想定もした上で誘客商品をあちらの旅

行博に持っていくのかどうかの確認をいたします。 

○議長（湊俊文）　商工観光課長。 

○商工観光課長（大本賢一郎）　議員の質問にありましたように、資料に記載しておりますとおり、

主に想定しているのは、ＢｔｏＣの営業というところを考えておりますけれども、場合によっ

てはＢｔｏＢというのもあり得るかなというふうに考えております。現地へ赴く人員ですけど

も、まだ計画段階ではございますけれども、今想定しておりますのは、県が２人、それから町

の側から１人ないしは２人というところでの想定をしております。行政職員に加えて神楽に精

通した人材も現地に赴くのが望ましいのではないかというふうに考えております。以上です。 

○議長（湊俊文）　ほかに。１１番、敷本議員。 

○１１番（敷本弘美）　１１番、敷本弘美です。補正予算書の３５ページの民生費です。子ども第

三の居場所管理運営事業の６８０２万７０００円ですが、この内訳は、この下段の設計監理委

託料と施設改修工事請負費となっておりますけれども、この財源の内訳と目的を伺います。 

○議長（湊俊文）　こども家庭課長。 

○こども家庭課長（芥川智成）　財源ですけども、Ｂ＆Ｇ財団から５０００万円、あと過疎債から

２０５０万円、あとは一般財となります。 

○議長（湊俊文）　敷本議員。 

○１１番（敷本弘美）　今後のこの事業実施工程を伺います。 

○議長（湊俊文）　こども家庭課長。 

○こども家庭課長（芥川智成）　今後のスケジュールでございますが、年を明けまして１月に工事

着工に入りたいと考えております。２月、運営団体の選定、年度をまたぎまして６月ぐらいに

工事を完了し、備品等の搬入の後、８月の開所を目指しております。 

○議長（湊俊文）　ほかに質疑ありますか。３番、坂本議員。 

○３番（坂本伸次）　３番、坂本伸次です。予算書のページで言いますと、３８ページ、３９ペー

ジです。４款衛生費の１項保健衛生総務費のところで生活衛生管理事業、芸北広域環境施設組

合負担金３２７万２０００円ほど減になっております。なかなかこういった組合の負担金が減
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になるというのはちょっと珍しいので、この内容を聞かせてください。それとその下の火葬場

管理運営事業で、火葬委託料、霊柩車運行委託料がそれぞれ増額になっております。これの件

数、恐らく２５件ぐらいになるんかなとは思いますが、その辺の確認をさせてください。 

○議長（湊俊文）　環境生活課長。 

○環境生活課長（出廣美穂）　まず芸北広域環境施設組合の負担金の減でございますが、当初予算

の申請時期のときの金額からの減でございまして、その後すぐに当初予算の金額というのは固

まったんですけども、先にもう実施のほうしておりましたので減額させてもらうということに

なっております。それから火葬場の件でございますけれども、火葬委託料が２５件、霊柩車運

行委託料が１５件ほど増額要求させていただいたところでございます。 

○議長（湊俊文）　ほかに質疑ありますか。４番、石坪議員。 

○４番（石坪隆雄）　４番、石坪でございます。２９ページの２款１項１２の諸費のところのまち

づくりコミッション事業者支援委託料、この内容についてお伺いしたいと思います。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課スポーツ推進係長。 

○まちづくり推進課スポーツ推進係長（石川一義）　今議員ご指摘のまちづくりコミッション支援

事業委託料でございますが、今回補正で、ふるさと納税今年度の目標額を２億５０００万とさ

せてもらっておりますけれども、予算現額が１億５０８０万余になっております。今回１２月

補正で不足９１００万余を補正を上げさせていただいておりますが、その増額分に対するまち

づくりコミッションのそれに対する委託料、そこの増に対する委託料ということで上げさせて

いただいております。以上です。 

○議長（湊俊文）　ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わり

ます。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討

論を終わります。これより本案について採決します。本案については原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、議案第７８号、令和７年度北広島町一般会計補正

予算第３号は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第１０　議案第７９号　令和７年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

○議長（湊俊文）　日程第１０、議案第７９号、令和７年度北広島町国民健康保険特別会計補正予

算第２号を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めま

す。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論な

しと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案につ

いては原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、議案第７９号、令和７年度北広島町国民健康保険

特別会計補正予算第２号は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 
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日程第１１　議案第８０号　令和７年度北広島町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

○議長（湊俊文）　日程第１１、議案第８０号、令和７年度北広島町介護保険特別会計補正予算第

２号を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと

認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案について

は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、議案第８０号、令和７年度北広島町介護保険特別

会計補正予算第２号は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第１２　議案第８１号　令和７年度北広島町電気事業特別会計補正予算（第２号） 

 

○議長（湊俊文）　日程第１２、議案第８１号、令和７年度北広島町電気事業特別会計補正予算第

２号を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと

認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案について

は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、議案第８１号、令和７年度北広島町電気事業特別

会計補正予算第２号は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第１３　議案第８２号　令和７年度北広島町診療所特別会計補正予算（第２号） 

 

○議長（湊俊文）　日程第１３、議案第８２号、令和７年度北広島町診療所特別会計補正予算第２

号を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。こ

れをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認

めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案については

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、議案第８２号、令和７年度北広島町診療所特別会

計補正予算第２号は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第１４　議案第８３号　令和７年度北広島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

○議長（湊俊文）　日程第１４、議案第８３号、令和７年度北広島町後期高齢者医療特別会計補正

予算第２号を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認め
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ます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論

なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案に

ついては原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、議案第８３号、令和７年度北広島町後期高齢者医

療特別会計補正予算第２号は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第１５　議案第８４号　令和７年度北広島町下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

○議長（湊俊文）　日程第１５、議案第８４号、令和７年度北広島町下水道事業会計補正予算第２

号を議題とします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。こ

れをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認

めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決します。本案については

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、議案第８４号、令和７年度北広島町下水道事業会

計補正予算第２号は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第１６　議案第８５号　工事請負契約の締結について 

 

○議長（湊俊文）　日程第１６、議案第８５号、工事請負契約の締結についてを議題とします。こ

れより質疑を行います。質疑はありませんか。３番、坂本議員。 

○３番（坂本伸次）　３番、坂本です。豊平ウイングの屋根の改修工事の入札の執行状況について

お聞きします。 

○議長（湊俊文）　財政政策課長。 

○財政政策課長（国吉孝治）　本案件でございますけれども、北広島町公告第５１号で一般競争入

札により入札を行いました。資料お配りしておりますとおり、応札者が２社ございました。２

社ございましたが、１社が失格という形になっております。これはいわゆる予定価格の４分の

３、７５％以下での応札をされたということで、その後、低入札価格調査の要領に基づきまし

て調査をした結果、落札決定せずに次点の方に落札決定をしたということでございます。以上

です。 

○議長（湊俊文）　ほかに。９番、伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　９番、伊藤立真です。今の豊平ウイングの屋根の工事なんですけども、当初

予算に上がってて、この時期まで遅れた理由をまず伺います。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課スポーツ推進係長。 

○まちづくり推進課スポーツ推進係長（石川一義）　まちづくり推進課からお答えします。今回、

１２月議会まで遅れた理由としまして、まず、設計の発注を５月の中旬にさせてもらっており

ますが、それが入札が１か月かかっております。その後、早速ですが契約を締結いたしまして、
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業務の期間が１０月の末までとなっておりました。業務期間内に、１０月２８日に製品の検証

を行っております。それから早速ですが、１０月の３０日に工事の発注を執行させていただき

ましたが、金額が１億円以上ということで、入札期間等取りまして、１１月末の開札となって

おります。したがいまして１２月の４日に仮契約を行いまして、今議会に提案をさせてもらっ

ているところでございます。以上です。 

○議長（湊俊文）　伊藤議員。 

○９番（伊藤立真）　大体の流れ分かりました。これ完成の予定というか、修理完了の見込みのス

ケジュール伺います。 

○議長（湊俊文）　まちづくり推進課スポーツ推進係長。 

○まちづくり推進課スポーツ推進係長（石川一義）　工程でございますが、今議会に対しましては、

８年の３月３１日の工期ということで提案をさせていただいておりますが、設計業者等に聞き

取りをしましたところ、７か月、８か月かかる工程のものではないかというお答えをいただい

ております。したがいまして、今工事につきましては来年度７月、８月をめどに完成ではない

かと考えております。以上です。 

○議長（湊俊文）　ほかに質疑ありますか。６番、伊藤淳議員。 

○６番（伊藤淳）　６番、伊藤淳です。先ほど同僚議員からもありました入札においてなんですけ

ども、応札２社のうち１社が失格ということでした。町内の入札できる業者は何社あったかを

お聞きいたします。 

○議長（湊俊文）　財政政策課長。 

○財政政策課長（国吉孝治）　町内事業者様で今回の入札の対象となる事業者さんは、その入札を

執行した当初は５社でした。応札は２社ということでございます。一般競争入札ですので、指

名競争ではありませんので、業者様のほうからの応札という形になりますので、２社でござい

ます。以上です。 

○議長（湊俊文）　ほかに質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わりま

す。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論

を終わります。これより本案について採決します。本案については原案のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、議案第８５号、工事請負契約の締結については原

案のとおり可決されました。ここで環境生活課長より答弁の訂正があるという申入れがありま

すので、これを許します。環境生活課長。 

○環境生活課長（出廣美穂）　先ほど坂本議員の答弁の中で訂正が１件あります。霊柩車のほう１

５件と申し上げたんですけど、霊柩車のほうも２５件でございます。失礼いたしました。 

○議長（湊俊文）　それではここで暫時休憩を取ります。１１時１５分までといたします。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

午前　１１時　０５分　　休　憩 

 

午前　１１時　１５分　　再　開 
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～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第１７　請願・陳情等の常任委員会審査報告 

 

○議長（湊俊文）　再開します。日程第１７、請願・陳情等の常任委員会審査報告を議題とします。

本定例会で、各常任委員会へ審査の付託を行っております請願・陳情等の審査結果の報告を求

めます。産業建設常任委員会、伊藤立真委員長。 

○産業建設常任委員長（伊藤立真）　産業建設常任委員会から審査報告をいたします。令和７年１

２月１７日　北広島町議会議長湊俊文様。産業建設常任委員会委員長伊藤立真。委員会審査報

告。令和７年１２月５日、本会議において本委員会に付託された次の事件については、審査の

結果、次のとおり決定したので、会議規則第７７条の規定により報告をいたします。事件の番

号、陳情第２５号、件名、令和８年度経営改善普及事業費等補助金交付要望書。審査の結果、

採択。理由、北広島町の地域活性化及び住民生活は、中小企業・小規模事業者が大きな役割を

担っている。その事業者における経済活動の安定及び事業継承に取り組む北広島町商工会の事

業を支援するため採択とする。以上です。 

○議長（湊俊文）　以上で常任委員会の審査報告を終わります。 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第１８　陳情審査 

 

○議長（湊俊文）　日程第１８、陳情審査を行います。陳情第２５号、令和８年度経営改善普及事

業費等補助金交付要望書を議題といたします。これより質疑を行います。産業建設常任委員会

委員長の審査報告に対して質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終

わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもっ

て討論を終わります。これより本件について採決します。本件について産業建設常任委員会委

員長の報告は採択です。委員長の報告のとおり採択とすることに賛成の方は起立願います。

（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、陳情第２５号、令和８年度経営改善普及事業費等

補助金交付要望書は、委員長の報告のとおり採択とすることに決定しました。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第１９　発議第８号　臓器移植に関わる不正な臓器取引等を防止するための環境整備等を求め 

　　　　　　　　　　　　る意見書の提出について 

 

○議長（湊俊文）　日程第１９、発議第８号、臓器移植に関わる不正な臓器取引等を防止するため

の環境整備等を求める意見書の提出についてを議題とします。事務局が意見書案の朗読を行い

ます。議会事務局長。 

○議会事務局長（三宅克江）　臓器移植に関わる不正な臓器取引等を防止するための環境整備等を

求める意見書(案)。世界的な臓器不足を背景に、臓器の確保を目的とする不正な臓器取引、人
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身取引、移植目的の渡航が深刻化しており、これらは医療倫理や人権を侵害する大きな問題と

なっている。こうした課題に対応するため、国際移植学会（ＴＴＳ）と国際腎臓学会（ＩＳＮ）

は、平成２０年４月に臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言を採択した。こ

の宣言では、臓器取引や臓器摘出を目的とした人身取引の禁止、移植ツーリズムの予防と阻止

などを各国政府や医療機関に求めている。さらに、日本移植学会を含む国内の複数学会は、令

和４年にイスタンブール宣言２０１８に基づく共同声明を発表し、移植の透明性と倫理性の確

保を強調した。公益社団法人日本臓器移植ネットワークによると、現在国内で臓器移植を希望

する約１万７０００人に対し、臓器提供件数は、令和４年からの３年間で年平均約１２０件に

すぎず、ドナー不足が課題となっており、海外で臓器移植を求める渡航者は後を絶たない。し

かしながら、出所不明な臓器を用いた移植には重大なリスクが伴い、帰国後に診療拒否を受け

るケースもある。また、医療機関が診療を行う場合でも訴訟リスクを抱えることになり、不正

な渡航移植に関わる問題の複雑化が進んでいる。さらに多くの患者が知らずに違法な臓器取引

に巻き込まれる状況への一層の対策が求められている。現在日本には不正な渡航移植を制限す

る法律が存在せず、臓器提供の透明性を確保する登録制度も未整備であり、移植ツーリズムを

防止する環境整備や適切な臓器移植の啓発活動の強化が急務となっている。よって、北広島町

議会は、国会及び政府に対し、臓器移植に関わる不正な臓器取引及び不正な移植を目的とした

渡航等を防止し、国民が知らずに犯罪に巻き込まれることを防ぐための環境整備に早急に取り

組むことを強く要望する。以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。令和７

年１２月１７日　広島県北広島町議会　提出先　内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、厚生労

働大臣、衆議院議長、参議院議長。以上です。 

○議長（湊俊文）　これで意見書案の朗読を終わります。本案について趣旨説明を求めます。１番、

亀岡議員。 

○１番（亀岡純一）　１番、亀岡純一です。発議第８号、令和７年１２月１７日、北広島町議会議

長湊俊文様。提出者、北広島町議会議員亀岡純一、賛成者、北広島町議会議員中村忍、同北広

島町議会議員伊藤淳、同北広島町議会議員坂本伸次。臓器移植に関わる不正な臓器取引等を防

止するための環境整備等を求める意見書の提出について。標記の議案を次のとおり地方自治法

第１１２条及び北広島町議会会議規則第１４条の規定により提出します。趣旨です。世界的な

臓器不足を背景に臓器の確保を目的とする不正な臓器取引、人身取引、移植目的の渡航が深刻

化しております。これらは医療倫理や人権を侵害する大きな問題となっています。現在、日本

には不正な渡航移植を制限する法律が存在せず、移植ツーリズムを防止する環境整備や適切な

臓器移植の啓発活動の強化が急務となっております。国会及び政府に対し、臓器移植に関わる

不正な臓器取引及び不正な移植を目的とした渡航等を防止し、国民が知らずに犯罪に巻き込ま

れることを防ぐための環境整備に早急に取り組むことを強く求めるものです。議員各位のご賛

同をお願いいたします。 

○議長（湊俊文）　これで趣旨説明を終わります。これより質疑を行います。質疑はありませんか。

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はあり

ませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。これより本案について採決

をします。本案については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。（起立全員） 

○議長（湊俊文）　起立全員です。したがって、発議第８号、臓器移植に関わる不正な臓器取引等

を防止するための環境整備等を求める意見書の提出については、原案のとおり可決されました。
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以上で本日の日程を全部議了いたしました。会議を閉じます。ここで町長から発言の申出があ

りますので、これを許します。町長。 

○町長（箕野博司）　１２月議会定例会の閉会に当たりまして、お礼のご挨拶を申し上げます。１

２月５日の開会から本日までの１３日間、議員の皆様におかれましては終始熱心な調査、ご議

論、ご審議の下、提案いたしました全ての議案につきましてご承認をいただき、誠にありがと

うございました。さて、本年は政権が石破前総理から高市政権へと代わり、今後も経済対策、

人口減少対策等、新たな政策への転換が予測され、また、広島県におきましても横田知事に引

き継がれ、農政をはじめとする本町に直接関わる事業の展開が期待される中、新たな令和８年

を迎えようとしております。本町といたしましても、町の未来をしっかりと見据え、町民の皆

様の充実した暮らしが継続できるよう努めてまいります。今後とも町の行政運営につきまして、

格別のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。これからしばらくは真冬の寒さが

続きます。議員、町民の皆様にはご自愛をいただき、輝かしい新年をお健やかにお迎えいただ

きますよう祈念いたしまして、閉会のご挨拶といたします。ありがとうございました。 

○議長（湊俊文）　閉会に当たり一言申し上げます。本定例会は、１２月５日から本日までの１３

日間の会期でありました。提出された議案・陳情を慎重に審議され、議案等の全てを議了いた

しました。本当にお疲れさまでした。町におかれましては、本定例会において出されました質

疑や意見など、今後の予算編成及び施策に反映されますよう要望しておきます。さて、今年も

残すところあと僅かとなりました。本町においては大きな災害もなく、割と落ち着いた一年で

あったかと思います。来年も町民みんなが明るく元気に平穏な日々が送れますことを切に願う

ものです。結びに、今年一年皆様のご協力、ご支援に感謝申し上げるとともに、議員並びに町

長はじめ職員各位におかれましては、くれぐれもご自愛の上新年を迎えられ、来年健康で幸多

き年になることをご祈念申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。これを以って、令和７

年第４回北広島町議会定例会を閉会いたします。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

午前　１１時　３０分　閉　会 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 


